
資料３

項　目 秩父市(障がい者福祉課) 横瀬町(福祉介護課) 皆野町(健康こども課) 長瀞町(健康福祉課) 小鹿野町(福祉課)

（１）名簿の管理部局 社会福祉課 福祉介護課　介護支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ 福祉課 福祉介護課 福祉課

（２）登録の対象

・身体障害者手帳１級又は２級を所持す
る児（者）
（但し、障害の部位が肢体不自由・視覚
障害・聴覚障害に限る。）
・療育手帳Ⓐ・Aを所持する児（者）
・精神保健福祉手帳１級を所持する児
（者）
・要介護認定３～５を受けている者
・前号に揚げるものに準ずる状態にある
難病患者
・その他避難支援等を希望し、市長が支
援の必要と認めた者

避難行動要支援者は、高齢者や障がい者
等要配慮者のうち、災害が発生し、又は
災害が発生するおそれがある場合に自ら
避難することが困難な者であって、次に
掲げるいずれかに該当するもの
ア　介護保険法(平成９年法律第123号)に
規定する要介護認定を受けている者のう
ち、要介護度３以上の認定者
イ　身体障害者福祉法(昭和24年法律第
283号)の規定による身体障害者手帳(１・
２級)、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14
年埼玉県告示第1365号)の規定による療
育手帳((A)・A)、精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律(昭和25年法律第123
号)の規定による精神障害者保健福祉手帳
(１級)を所持する者
ウ　75歳以上の１人暮らしの高齢者、高
齢者のみの世帯
エ　妊産婦、乳幼児
オ　難病患者
カ　日本語の理解が十分ではない在住外
国人等
キ　その他(アからウまでに該当しない介
護保険認定者、障がい者、高齢者、傷病
者、自力避難が困難な者)

生活の基盤が本町内の自宅にあり、以下
に規定する者のうち、支援を必要とする
人。
（１） 介護保険における要介護認定３～
５を受けている人
（２） 身体障害者手帳「１級」・「２
級」を所持する人（内部疾患を除く）

（３） 療育手帳「Ⓐ」を所持する人

（４） その他、町長が、避難するうえで
何らかの支援が必要と認めた人

１.介護保険における要介護認定３～５を
受けている者
２.身体障害者手帳の交付を受けている障
害の程度が1級または2級の者
３.療育手帳の交付を受けている障害の程

度がⒶまたはA判定の者

４．精神障害者保健福祉手帳１級を所持
する者
５．町の生活支援を受けている難病患者
６.上記１～５以外で、支援の必要を認め
た者（高齢者など)

・65歳以上単身高齢者
・70歳以上高齢者世帯
・要介護認定3以上

・手帳所有者(身体1級・2級、知的Ⓐ・A、

精神1級)
・難病患者、支援希望者（日本語の理解が不
十分な在住外国人、老老介護、日中独居等）

（3）難病患者の掲載

掲載している　人数：名簿全体　3,197
名
　　　　　　　　うち難病患者　    104
名

掲載している難病患者の範囲（地域防災
計画に基づくもの）
→　人工呼吸器装着者や喀痰吸引等など
電源を必要とする難病患者

掲載している　人数：名簿全体　203名
　　　　　　　     　うち難病患者　1名

掲載している難病患者の範囲（地域防災
計画に基づくもの）
→　その他（申請があった場合に登録）

掲載している　人数：名簿全体　　215
名
　　　　　　　　　うち難病患者　　 4
名

掲載している難病患者の範囲（地域防災
計画に基づくもの）→全難病患者

掲載していない

理由：対象者を把握できていないため

掲載している　人数：名簿全体　　455名
　　　　　　　　　うち難病患者　  13名

掲載している難病患者の範囲（地域防災計画
に基づくもの）→全難病患者

（４）電源を要する難病患者の人
数

掲載している（その人数： 18　名）
掲載していない
理由：病名を明確に確認できていないた
め

掲載している（その人数：　　　3名） 掲載していない
理由：対象者を把握できていないため

掲載していない
理由：名簿登録申請時に、電源が必要かどう
かまでの情報は求めていないため

（５）難病患者の把握方法
県（保健所）から難病患者の情報提供を
受けている

難病患者が市町村に申し出ることで把握
している

　　難病患者が市町村に申し出ることで
把握している

把握できていない
県（保健所）から難病患者の情報提供を受け
ている

（６）県（保健所）への情報提供
の依頼

依頼をしたことがある

（依頼の頻度：　　　1年ごと　　）

依頼をしたことがある

（依頼の頻度：　不定期　）

依頼していない
依頼していない
理由：難病患者の情報の取扱いについて
検討中のため

依頼をしたことがある

（依頼の頻度：　　　不定期　　）

（７）難病患者等自らが、名簿へ
の掲載（登録）を市町村に申し出
る機会（取組）の有無

取り組んでいる
（具体的な周知方法：　市報　）

取り組んでいる
（具体的な周知方法：町広報、ホーム
ページへの掲載、民生委員、児童委員の
訪問による周知の啓発）

取り組んでいる
（具体的な周知方法：　障害者手帳交付
時に申出書への記載を案内している　）

検討中
取り組んでいる
（具体的な周知方法：　個別通知、町報掲載
）

（８）登録者の平時の情報提供

あり

　機関内（具体的に：　名簿の情報提
供）
　機関外（具体的に：名簿及び個別台帳
の情報提供）

あり
　機関内（具体的に：　総務課防災担当
／名簿を提供）
　機関外（具体的に：区長会、消防団、
民生委員・児童委員・社会福祉協議会／
名簿を提供）

なし あり

　機関内（具体的に：総務課　防災担
当）
　機関外（具体的に：秩父消防本部）

あり

機関内（具体的に：民生・児童委員、区長
）
機関外（具体的に：　　　　　　　　　）

管内市町における難病患者の把握及び災害時支援体制等に係る状況  （令和５年度）
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項　目 秩父市(社会福祉課) 横瀬町(福祉介護課) 皆野町(健康福祉課) 長瀞町(健康福祉課) 小鹿野町(福祉課)

（１）個別避難の管理部局 社会福祉課 福祉介護課　介護支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ 福祉課 福祉介護課 福祉課

（２）難病患者に対する個別避難
作成の有無

・作成していない

理由：今後関係部署及び民間の福祉避難
所等と協議しながら検討していきたい

・作成している　（　　　１　名）
　　→　見直しの頻度：1年ごと

　・　作成していない
理由：難病患者に限定した個別避難計画
は作成していないが、避難行動要支援者
名簿登載のうち、同意を得られた方の個
別避難計画は作成しており、その中に難
病患者が含まれている場合もある。

・作成している　（　　0名）
　　→　見直しの頻度：　不定期
　

・作成している　（　　１３名）
　　→　見直しの頻度：　不定期

（３）難病患者に対する個別避難
計画の掲載情報

・具体的な避難の方法
・かかりつけ医療機関と後方支援の医療
機関名称・連絡先

・使用している医療機器の名称
・想定される避難先の名称・連絡先

（４）難病患者に対する個別避難計画の

作成に係る関係者

・市町村福祉（障がい者）担当課
・民生委員
・町内会・自治会等

・市町村福祉（障がい者）担当課

（５）避難行動要支援者名簿・個
別支援計画の更新及び方法

①登録者名簿　　　　 １回/年
②個別支援計画　　　　回/年
③更新方法：（新規対象者への郵送、同
意書提出された方の名簿、計画追加及び
削除）

①登録者名簿　     １回/年
②個別支援計画　  １回/年
③更新方法：（年１回民生委員へ対象世
帯の訪問を依頼）

①登録者名簿　　　 不定　　回/年
②個別支援計画　　不定　　回/年
③更新方法：（介護認定結果通知時に該
当者について制度の案内、障害者手帳取
得時または更新時等該当となったタイミ
ングで制度の案内をするため不定。
計画作成にあたり情報シートの提出を依
頼するが、毎年定月に広報等で掲載し変
化や変更がある場合に再提出してもらう
など更新の仕組みについてはまだ検討中
のため未定。）

①登録者名簿　　　　 １回/年
②個別支援計画　　　　回/年
③更新方法：（　避難行動要支援名簿シ
ステムを導入している　　）

①登録者名簿　　　　 　1回/年
②個別支援計画　　　　1回/年
③更新方法：（住基ネットによる変更チェッ
ク及び民生委員による報告確認）

（６）難病患者の避難行動要支援
者名簿や個別避難計画等の作成に
あたり、市町村で行っている取組
や苦慮している点

・年に１回、広報で制度について周知を
行っている。
・年に１回、民生委員に地区を回っても
らい、情報の更新を行っている。

（１）要電源者の災害時支援担当
部局

障がい者福祉課 福祉介護課 福祉課、健康こども課 福祉介護課 福祉課

（２）要電源者の把握
・在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用給付
金受給者のみ把握している

・個人を特定して把握に努めているが、
十分な把握には至ってない

・個人を特定して把握している
・個人を特定して把握に努めているが、
十分な把握には至ってない

・在宅酸素療法の電気料の補助を受けている
方は把握しているが、それを受けていない方
については不明

（３）要電源者に関する情報を共
有している部課名

共有していない
・障がい福祉担当課
・その他の福祉担当課（介護、高齢者担
当課）

・障がい福祉担当課
・保健担当課

・障がい福祉担当課
・保健担当課
・防災担当課

・防災担当課
・浄化槽担当の住民生活課。浄化槽点検時に
電源が落ちる時があるため。

（４）想定している要電源者の避
難先

個別避難計画において避難先を個別に検
討

・福祉避難所

・指定避難所
・福祉避難所
・医療機関　→　かかりつけ医、最寄り
の病院

・指定避難所
・福祉避難所 ・避難先の想定をしていない

（４）指定避難所及び福祉避難所
における電源確保状況

①　指定避難所
　・一部避難所で確保

②　福祉避難所
　・一部避難所で確保

③　その他
　・市町村が保有する発電機等を必要な
避難所等に運搬

①　指定避難所
　・一部避難所で確保

②　福祉避難所
　・一部避難所で確保

③　その他
　・市町村が保有する発電機等を必要な
避難所等に運搬

①　指定避難所
　・一部避難所で確保

②　福祉避難所
　・一部避難所で確保

③　その他
　・市町村が提携する機関や団体にて保
有する発電機等を必要な避難所に運搬

①　指定避難所
　・一部避難所で確保

②　福祉避難所
　・全避難所で確保

③　その他
　・市町村が保有する発電機等を必要な
避難所等に運搬

①　指定避難所
　・確保できていない

②　福祉避難所
　・確保できていない

③　その他

項　目 秩父市(社会福祉課) 横瀬町(福祉介護課) 皆野町(健康福祉課) 長瀞町(健康福祉課) 小鹿野町(福祉課)

（１）日常生活用具給付・貸与事
業での医療機器の予備バッテリー
の購入等の費用の給付

人工呼吸器の予備バッテリーの購入費等を対
象としている
　対象機器：発動発電機人工呼吸器外部バッ
テ　　　　　　リ－
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（２）　（1)以外で市町村が実施
している補助や事業

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

把握している方については、地図を作成し町
内のどこに自宅があるかがはっきりとわかる
ようにしている。苦慮している点は、電気料
の補助を受けていない方の把握の方法であ
る。
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要電源者への支援に関して、貴市町村で
の独自の取り組みや工夫されている点ま

たは苦慮している点


